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◆ 防災ヘリコプターと夜間合同訓練を実施 

豊橋市消防本部（愛知） 

 豊橋市消防本部では、平成２４年１月２３日（月） 

豊橋市内の豊橋総合スポーツ公園多目的広場において、 

愛知県防災航空隊と合同で「愛知県防災ヘリコプター 

（わかしゃち）夜間離着陸訓練」を実施しました。 

 訓練は、夜間における災害を想定し、愛知県防災ヘ 

リコプターが安全・確実・迅速に離着陸するため、消 

防本部職員が同公園に常備してある夜間照明設備を設 

営、離着陸地点付近を照らしてヘリコプターを誘導し 

ました。 

 訓練は、毎年実施していますが、両機関の連携を 

更に深める訓練でした。 

 

 

 

◆ 下関市・美祢市消防通信指令事務協議会を設置 

下関市消防局（山口） 

美祢市消防本部（山口） 

下関市消防局、美祢市消防本部では、両市が共同して 

消防通信指令事務を行うことを目的とした「下関市・ 

美祢市消防通信指令事務協議会」を平成２４年１月１日 

に設置し、第１回目の協議会を２月１日（水）に下関市 
消防局講堂で開催しました。 

 平成２５年１０月の新築運用開始を予定している下関 
市消防局の新庁舎内に、両市が共同して新指令システム 
を設置し、管轄する両市における１１９番通報の受信、 

出動指令、通信統制、情報伝達等の消防通信指令事務を 

共同して行います。 

 第１回目の協議会では、共同運用の協議開始に至るま 

での経緯の説明や今後のスケジュール等についての協議 

を行い、平成２５年１０月１日の運用開始を目指して進めていきます。 

 協議会設置の経緯は以下のとおりです。 

Ｈ１７． ７．１５  消防庁から共同運用推進の通知 

Ｈ２２． ８．１１  下関市・美祢市消防指令業務共同運用検討委員会を設置 

Ｈ２２．１２．２４  下関市・美祢市における消防指令業務の共同運用に係る基本的事項に

関する確認書締結 

Ｈ２３．１２．１９  下関市議会が協議会設置の協議について議決 

Ｈ２３．１２．２２  美祢市議会が協議会設置の協議について議決 

Ｈ２３．１２．２８  下関市・美祢市消防通信指令事務協議会設置に関する協議書締結 

Ｈ２４． １． １  下関市・美祢市消防通信指令事務協議会設置 

Ｈ２４． １．１８  協議会設置について、山口県知事へ届出 

今後の予定 

 Ｈ２４年度・２５年度（上半期） 

            消防指令センター整備、共同運用に係る諸規程の整備 

Ｈ２５．１０． １  共同運用開始 
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消防本部の動き 

【防災ヘリコプターとの夜間訓練状況】 

 
【第１回下関市・美祢市消防通信指令

事務協議会開催状況】 



◆ 茨木市消防音楽隊３０周年記念演奏会を開催 

茨木市消防本部（大阪） 

茨木市消防音楽隊は、昭和５６年２月、音楽を通じて市民の消防に対する認識を深め、防火思

想の普及啓発等を図るために発足しました。そして、昨年２月に発足３０周年を迎え、平成２４

年１月２９日（日）午後２時から、茨木市立生涯学習センター・きらめきホールにおいて、記念

演奏会を開催しました。第一部の式典は、野村市長のあいさつからはじまり、次に、茨木市災害

予防協会から野村市長に楽器「ビブラフォン」が寄贈されました。第二部のゲストステージでは、

りんでん幼稚園鼓笛隊による素晴らしい演奏が披露され、第三部の消防音楽隊オリジナルステー

ジでは、「ハローファイヤーマン」、「坂本九コレクション」などアンコールを含め全８曲の演奏を

披露しました。 

当日は、多くの市民の方が来場し、会場が満席となる大盛況のなか終了しました。 

   
 

 

 

◆ ＦＡＸ番号の変更について 

○ ２１２０５ 上越地域消防事務組合消防本部（新潟） 

   新ＦＡＸ番号 ０２５－５２５－１１９１（２月６日付けで変更となっています。） 

 

 

 

 

 
◆ 東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について 

消防庁 

東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について（平成２４年１月３１日

付け消防危第２８号）が危険物保安室長名にて、各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・

各指定都市消防長あてに次のとおり通知されましたのでお知らせします。 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災における危険物施設の被害状況について消防庁

が行った調査によると、地震の揺れや津波により被害を受けた危険物施設数は３，３４１施設で

あり、調査対象地域（岩手県、宮城県及び福島県を含む１６都道県）における全危険物施設数 

（２１１，８７７施設）の約１.６％で破損等の被害が発生したことが明らかとなりました。 

このような状況を踏まえ、消防庁では、地震の揺れ及び津波による危険物施設における事故の

発生防止を図るため、「東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る

検討会」を開催し、東日本大震災における危険物施設の被害状況の分析及び地震・津波対策のあ

り方に係る検討を行ってきたところです。 

今般、当該検討会の検討結果を踏まえ、東日本大震災における危険物施設の被害事例に照らし

た地震・津波対策について下記のとおり取りまとめましたので、貴職におかれましては、このこ

とに留意され、危険物施設の所有者等に対し、危険物施設の地震・津波対策の充実強化が図られ

るよう引き続き適切な御指導をお願いするとともに、貴管内の市町村（消防の事務を処理する一

部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

また、このことについては、別添（省略）のとおり関係業界団体に対し通知しているところで

す。 

なお、本通知は消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく助言として

発出するものであることを申し添えます。 

また、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので御承知願います。 

国等の動き 

【記念演奏会実施状況】



危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号）………………………規則 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 

（平成６年自治省令第３０号）………………………………………………平成６年省令 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 

（平成１７年総務省令第３号）……………………………………………平成１７年省令 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 

（昭和４９年自治省告示第９９号）……………………………………………………告示 

記 

第１ 危険物施設の地震対策について 

地震の揺れにより危険物施設の配管や建築物等において破損等が発生していることを踏まえ、

危険物施設の所有者等は、危険物施設ごとに、当該施設の配管や建築物等の耐震性能、技術基

準の適合状況及び当該施設周辺の液状化の可能性等を確認し（以下「再確認」という。）、再

確認の結果に応じて必要な措置を講ずる必要があること。なお、再確認を実施する際には、別

紙１（省略）に掲げる事項に留意する必要があること。 

第２ 危険物施設の津波対策について 

１ 危険物施設に共通する事項について 

津波により施設全体が損壊・流失する被害が発生していることを踏まえ、危険物施設の所

有者等は、津波警報発令時や津波が発生するおそれのある状況等における緊急時の対応に関

する検証（以下「検証」という。）を施設ごとに実施し、検証の結果に応じて避難時の対応

や緊急停止措置等の対応に関する必要な事項を予防規程等（予防規程を定めなければならな

い危険物施設以外の危険物施設にあっては、当該危険物施設の所有者等が作成した保安マニ

ュアル等とする。以下同じ。）に規定する必要があること。この場合、危険物施設の所有者

等は次に掲げる事項に留意した検証を行う必要があること。 

なお、今後、規則第６０条の２（予防規程に定めなければならない事項）に津波が発生す

るおそれのある状況等における措置等に関する事項を追加することを予定しており、危険物

施設の所有者等が当該事項を予防規程に定める際の留意事項については、追って通知する予

定であること。 

⑴ 検証を実施する必要のある危険物施設について 

検証を実施する必要のある危険物施設は、津波が発生した場合に浸水するおそれのある

地域に所在する全ての危険物施設とすること。 

⑵ 危険物施設の所有者等が検証を実施する際の留意事項について 

危険物施設の所有者等が検証を実施する際には、次に掲げる事項に留意する必要がある

こと。 

ア 東日本大震災を踏まえて地方公共団体等で作成される津波浸水想定区域図等を活用し、

危険物施設の設置場所及び周辺の地理的特徴や津波被害の危険性等について把握するこ

と。 

イ 従業員等の避難について、避難経路、避難場所、避難方法等の確認を行うとともに、

従業員等への周知徹底を図ること。 

ウ 津波警報が発令されたことや津波が発生するおそれのある状況であることを、津波襲

来の切迫性も含めて従業員等へ伝達する方法を検証し、従業員等へ当該方法の周知徹底

を図ること。 

エ 津波警報発令時や津波が発生するおそれのある状況において、施設の緊急停止の方法、

手順について確認すること。また、地震に伴って停電が発生する可能性があることを考

慮し、施設が停電した場合における緊急停止の方法、手順についても併せて確認するこ

と。この際、施設の緊急停止に伴い危険物を取り扱う装置等での異常反応や圧力上昇等

により火災流出等の事故が発生することがないよう、施設における危険物の貯蔵・取扱

いの工程（プロセス）に鑑み、緊急停止の適切性も含めた検証を実施すること。 

オ 避難や緊急停止の方法の確認に併せて、緊急停止等の実施体制を明確にすること。特

に、津波が発生するおそれのある状況においては、緊急停止等に対応できる時間が限ら

れていることから、短時間で効果的に行えるよう従業員の役割を明確にすること。この

場合において、夜間や休日など、従業員等の少ない時間帯における実施体制についても

併せて確認すること。 

⑶ 危険物施設の従業員に対する検証の結果の周知等について危険物施設の所有者等は、⑵

を踏まえて実施した検証の結果を当該施設の従業員等へ周知し、津波が発生するおそれの

ある状況を想定した訓練を実施する必要があること。 

２ 屋外タンク貯蔵所に関する事項について 



津波による屋外貯蔵タンクの被害について検証した結果、既往の津波波力算出式を用いた

シミュレーションの有効性が確認されたことから、１の検証を行う場合は、屋外貯蔵タンク

の津波被害シミュレーションを実施することにより具体的な被害予測を行うこと。なお、屋

外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールについては、追って消防庁から提供する予

定であること。 

第３ その他 

１ 第１の再確認及び第２、１の検証については、立入検査等の機会を活用して再確認等の状

況を確認し、必要な地震・津波対策が講じられていない場合は速やかに対策を講ずるよう指

導されたいこと。 

２ 容量が1,000 キロリットル以上1 万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所については、危

険物を取り扱う配管への緊急遮断弁の設置に係る技術上の基準を規定することを予定してお

り、その運用等については追って通知する予定であること。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 防災・減災対策等の推進に係る留意事項について 

消防庁 

防災・減災対策等の推進に係る留意事項について（平成２４年２月１日付け消防災第２３号、

消防国第６号、消防運第１３号、消防応第１７号、消防情第１２号、消防参第３１号）が国民保

護・防災部防災課長、国民保護室長、国民保護運用室長、応急対策室長、防災情報室長、参事官

名にて、各都道府県消防防災・危機管理部局長及び東京消防庁・政令市消防長あてに次のとおり

通知されましたのでお知らせします。 

国においては、「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成２３年７月２９日付け東日本大

震災復興対策本部）等に基づき、同震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、

即効性のある防災、減災等のための施策について、その取組を進めているところです。 

中央防災会議の「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」の 

報告書を踏まえ、津波対策を中心とした防災基本計画の見直しが昨年１２月に行われたほか、内

閣官房長官を座長とする「防災対策推進検討会議」が設置され、防災対策の充実・強化の幅広い

議論が行われているところであり、南海トラフに係る地震対策の検討や災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号）等の災害対策法制の見直しも進められているところです。 

さらに、津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）が施行されたほか、

原子力災害対策関連においても、原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）の改

正をはじめ、その検討が進められているところです。 

貴職におかれましては、こうした国の動きも踏まえ、下記（省略）について留意しつつ、防災・

減災対策等の推進について積極的に取り組むとともに、貴都道府県内の市区町村に対しても併せ

て周知をお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく助言とし

て発出するものであることを申し添えます。 

 

◆ 平成２３年１月～９月中の製品火災に関する調査結果 
消防庁 

標記について、平成２４年２月１日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的

として、平成２３年１月～９月中に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災※のう

ち、「製品の不具合により発生したと判断される火災」及び「原因を特定できない火災」の製品情

報を調査しました。（別添参照（省略））  
その結果は、以下のとおりです。  

① 「製品の不具合により発生したと判断される火災」が９５件  

② 「原因を特定できない火災」が３４７件 
調査結果の概要 

【連絡先】危険物保安室 
担 当：中本課長補佐、竹本係長（危険物施設に関する事項） 

    永友課長補佐、宮内係長（屋外タンク貯蔵所に関する事項）

電 話：０３－５２５３－７５２４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３４ 



※ 消防機関の火災原因調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災な

ど、製造事業者等の責任ではないと判断された火災は、本調査の対象外です。 

消防庁では、この結果を各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品

に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。 
※ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2402/240201_1houdou/01_houdoushiryou.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２３年度国の補正予算（第３号）に係る消防団安全対策設備整備費 補助金及び消防防災

通信基盤整備費補助金交付決定（第１次） 

消防庁 

標記について、平成２４年２月１日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

 消防庁は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律第１７９号)第６

条第１項の規定に基づき、消防団安全対策設備整備費補助金及び消防防災通信基盤整備費補助金

について、本日、次のとおり交付決定を行いました。  

１ 今回交付決定額                  ９５億２６百万円  

(内訳)  

○ 消防団安全対策設備整備費補助金   ４０７団体  ８億６３百万円  

（水災用資機材、夜間活動用資機材）  

○ 消防防災通信基盤整備費補助金  のべ２５９団体 ８６億６３百万円  

（防災行政デジタル無線施設、消防救急デジタル無線施設、全国瞬時警報システム 

（Ｊ－ＡＬＥＲＴ））  

２ 補助金交付決定状況  

別紙（省略）一覧参照 

 ※ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2402/240201_1houdou/02_houdoushiryou.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自動車等 電気用品 燃焼機器 全体

① 製品の不具合により発生したと判断される火災 10 73 12 95

② 原因を特定できない火災 176 133 38 347

合計 186 206 50 442

【連絡先】予防課消防技術政策室 
担 当：椎名・熊谷・駒場 

電 話：０３－５２５３－７５４１ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 

【連絡先】 

⑴ 消防団安全対策設備整備費補助金 

防災課 
担 当：常木係長、堀事務官 
電 話：０３－５２５３－７５２５ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３５ 

⑵ 消防防災通信基盤整備費補助金 

 防災情報室 

 （消防救急デジタル無線施設及び防災行政デジタル無線施設担当） 
担 当：鳥枝補佐、天野事務官 
電 話：０３－５２５３－７５２６ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３６ 

国民保護室（Ｊ－ＡＬＥＲＴ担当） 

担 当：明田係長、神田事務官 
電 話：０３－５２５３－７５５０ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５４３ 



◆ 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）に対する意見募集 

消防庁 

標記について、平成２４年２月３日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

 消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）の内容について、平成２４

年２月４日から平成２４年３月４日までの間、意見を募集します。 

１ 改正内容 

今回の危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）は、顧客に自ら給油等をさせ

る給油取扱所において、Ｅ１０（エタノールを１０％含有するガソリン等）を取り扱う場合の

技術上の基準を定めるものです。 

２ 意見募集対象及び意見募集要領 

○ 意見募集対象 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案） 

○ 詳細については、別紙（省略）の意見募集要領を御覧ください。 

３ 意見募集の期限 

平成２４年３月４日（日）（必着）（郵送についても、募集期間内必着とします。） 

４ 今後の予定 

皆様から寄せられた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。 

※ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2402/240203_1houdou/01_houdoushiryou.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せ下さい。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

【連絡先】危険物保安室 
担 当：大上課長補佐、米田  

電 話：０３－５２５３－７５２４（直通） 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３４ 

E-mail：fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 


